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上越市食料･農業･農村アクションプランの策定  

 

１ アクションプラン策定の目的 

上越市では、上越市食料・農業・農村基本条例の基本理念の実現のため、上越市食料･農業･

農村基本計画（以下「基本計画」という。）を策定し、食料、農業及び農村に関する各種施策を

推進することとしています。 

この基本計画に基づく施策の実効性を高めるため、平成 28年度から令和 2年度までの 5年間

に重点的に進める施策を示し、年次的な取組内容を明確にした、分かりやすく具体的な実行計

画（アクションプラン）を策定するものです。 

また、アクションプランは、毎年、施策の評価・検証を実施し、必要に応じ施策内容の見直

しを行い、翌年以降の施策の改善に反映していく、PDCAサイクルの考え方により進行管理を行

います。 

なお、アクションプランは基本計画に基づき、地域内自給を基本とした食料の安定供給に資

する取組を示すこととしていることから、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創

出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（六次産業化・地産地消法）（平成 22年 12

月 3日法律第 67号）」に基づく、「地域の農林水産物の利用の促進についての計画（促進計画）」

として位置付けるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪基本理念≫ 

・地域内自給を基本とし、安全な食料の安定的な供給 

・担い手の確保、環境保全に配慮した農業の自然循環機能の維持増進による持続的な発展 

・多面的機能を活用した生産、生活、定住の場としての調和のとれた空間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越市食料・農業・農村基本条例 

≪計画期間≫ 平成 28年度から令和 7年度まで 

 

 

 

 

 

 

上越市食料・農業・農村基本計画 

≪策定期間≫ 平成 28年度から令和 2年度まで （毎年更新） 

上越市食料・農業・農村アクションプラン 
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将来像１． 

ブランド化の推進と食料
の安定供給を推進するま
ち 

 

 

 

 

将来像２． 

地産地消を進めるまち 

将来像３． 

意欲ある担い手による持
続可能な地域農業を実現
するまち 

 

 

将来像４． 

環境にやさしい農業に取
り組むまち 

 

 

 

 

将来像５． 

自然と農業が調和した魅力
ある農村づくりに取り組む
まち 

将来像６． 

観光、教育、福祉等と連
携し、多様な交流と情報
交換を活発にするまち 

 

 

２ 基本計画とアクションプランの基本方針（目指す将来像） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〔食料に関する基本理念〕 

地域内自給を基本とし、安

全な食料の安定的な供給 

〔農業に関する基本理念〕 

担い手の確保、環境保全に

配慮した農業の自然循環機

能の維持増進による持続的

な発展 

〔農村に関する基本理念〕 

多面的機能を活用した生

産、生活、定住の場として

の調和のとれた空間 

次世代につなぐ魅力

ある農業を目指して 
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３ 基本方針（目指す将来像）別の施策 

基 本 計 画  

 
アクションプラン 

●食料に関する施策 
１．ブランド化の推進と食料の安定供給を推進

するまち      

○食の安全・安心と取組推進 

○農産物のブランド化 

○流通の活性化 

○アグリビジネスの創出 

○食品産業(外食・加工)との連携 

○食料・農業・農村に関する情報交換 

２．地産地消を進める 

○食育の推進 

○上越産農産物の販路拡大 

○地産地消の推進  

○食品産業（外食・加工）との連携 

●食料に関する施策 
１．ブランド化の推進と食料の安定供給を推進

するまち      

○農産物のブランド化 

・農産物等販売促進事業 など 

○アグリビジネスの創出 

 ・アグリビジネス創出支援事業 

２．地産地消を進める 

○食育の推進 

○地産地消の推進 

・農産物直売所との連携強化 

・学校給食用野菜生産体制強化支援事業 

・地場産野菜の地産地消拡大事業  など 

●農業に関する施策 
３．意欲ある担い手による持続可能な地域農業

を実現するまち 

○強い経営体の育成 

○新規就農者の確保・育成 

○女性農業者の育成 

○農業生産基盤の整備 

○農地の有効利用の促進 

○需要構造等の変化に対応した生産の推進 

○園芸作物の生産振興 

○畜産の振興 

○農業技術・食品加工研究の普及・促進 

○農業者の経営安定確保 

○食料・農業・農村に関する情報交換 

４．環境にやさしい農業に取り組むまち 

 ○環境保全型農業の推進  

 ○バイオマス資源の利活用 

●農業に関する施策 
３．意欲ある担い手による持続可能な地域農業

を実現するまち 

○担い手の育成・確保等の推進 

・人・農地問題解決加速化支援事業 

・農地の集積と集約化 

・新規就農者等定住転入促進事業 

・農業次世代人材投資事業 

・法人間連携支援事業 

○農業者の経営安定確保 

・土地改良事業 

・園芸振興事業 

・畜産振興事業 

・経営所得安定対策推進事業 

４．環境にやさしい農業に取り組むまち 

 ○環境保全型農業の推進  

 ・環境保全型農業直接支払交付金 

●農村に関する施策 
５．自然と農業が調和した魅力ある農村づくりに

取り組むまち 
 ○農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮 

 ○農村の環境整備の推進 

 ○多様な主体の参画による集落機能の維持・活性化 

 ○地域資源、特性を活かした魅力ある地域づくり 

 ○棚田等地域資源の保全・活用の促進 

 ○農業生産活動の支援 

６．観光、教育、福祉等と連携し、多様な交流と

情報交換を活発にするまち 

 ○都市と農村の交流促進 

 ○観光、教育、福祉等と連携した交流の場の形成 

○食料・農業・農村に関する情報交換 

●農村に関する施策 
５．自然と農業が調和した魅力ある農村づくりに

取り組むまち 
 ○農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮 

・多面的機能支払交付金（農地維持支払） 

 ○農業生産活動の支援 

・中山間地域等直接支払交付金 

・中山間地域元気な農業づくり推進事業 

・鳥獣被害防止対策事業        など 

６．観光、教育、福祉等と連携し、多様な交流と

情報交換を活発にするまち 

 ○都市と農村の交流促進 

 ○観光、教育、福祉等と連携した交流の場の形成 

 ・農福連携障害者就労支援事業 

・観光客等への農産物の販売促進   など 

 

 

 

 

 

 

 

現 状 評 価 

実行 

現 状 評 価 

新たなアクションプランへ 新基本計画策定 

見直し 

実行 

見直し 

 

５年ごとに見直

しを行います。 

 

P 計画 

↓  

D 実施・実行 

↓ 

C 点検・評価 

↓ 

A 処置・改善 

■ 

Ｔ
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域
の
集
落
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林
漁
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の
維
持
・
活
性
化
を
推
進
し
ま
す
。 
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３ 関係者の責務・役割 

“アクションプランの円滑な実施に向けて、関係者の役割を認識し、理解を深めます” 

⑴ 上越市の責務 

・基本条例の趣旨の浸透を図るため市民への理解促進と合意形成を図る。 

・基本条例の基本計画にのっとり、食料・農業及び農村に関する基本的かつ総合的な施策を策

定し、実施する。 

・施策を講ずるときは、国及び県と連携を深めながら、効果的な事業を実施する。 

・農業者、農業関係団体、事業者との連携を進め、地域の総合的な調整を図る機能を担う。 

⑵ 農業者・農業関係団体の役割 

・農業者及び農業に関する団体は、自らが安全な食料の安定的な供給及び農村におけるまちづ

くりの主体としての役割を担う。 

・農業経営が継続、発展しながら、地産地消や農作物自給率の向上に資するため、食料の安定

生産に努める。 

・持続性の高い循環型農業の生産方式に取り組み、生産過程の透明性を確保し、安全な食料の

生産に努める。 

⑶ 市民の役割 

・健康的な食生活の基である生産現場との各種交流会、農業行事等に参加する等、食料、農業

への理解と提言に努める。 

・市民は農業都市の住民として、食品残さの循環利用や地域で生産された安全な食料への理解

を深め、環境にやさしい日常生活に心がける。 

⑷ 事業者の役割 

・事業活動を行うに当たっては、食料の安全性に関心を持ち、農産物の地域内流通、地域内消

費に取り組むように努める。 

・農産物を使用する立場から、地域の特色を活かした農産物の生産、流通体制の研究など食料・

農業についての提案に努める。 

 

４ アクションプランの推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

上越市食料･農業･農村政策審議会 

 

 JA・県等 
関係機関 

消費者 農業者 事業者 

施策の推進状況の点検 

施策の推進体制 

上越市 
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■代表的な指標  

指標１ コシヒカリの 1等米比率 
現状 

(H30) 
90.7％ 目標 

R7 年度まで 95％以

上の確保 

 

■重点施策の目標と主要事業の取組 

重点施策の目標 主要事業 令和元年度の取組 

①農産物のブランド化 

 

米や園芸品目におい

て商品の特性を強く打

ち出すＰＲや味、品質

にこだわった農産物生

産を拡大し、消費者や

実需者が選択する農産

物のブランド化を推進

する。 

農産物等販売促進

事業 

（積極的な地場農

産品の販売促進

事業等） 

○農業者と飲食店等との商談会を開催し、繋がりの

強化を図ることで、求められる農産物の生産拡大

に向けた意識の啓発を図る。 

○首都圏等において、農産物等の継続販売につなが

る体制作りのため、生産者自らが都市型直売所へ

出店し、販売する活動を支援する。 

○大消費地での上越米のトップセールス(＊)を展

開し、知名度向上と有利販売へ結びつける。 

○首都圏への販路拡大に向け、都市生協を通じ、当

市の優れた農産物や農産加工品等の需要拡大と

有利販売の促進を図る。 

○「上越野菜」振興協議会の活動を支援し、「上越

野菜」の地域ブランドを構築するための取組を推

進する。 

○棚田米等の販売などの営業活動に対する支援や

講演会の開催により、棚田米の有利性を PR し、

米の付加価値向上や販売促進に繋げる。 

 

＊トップセールスとは… 

地域をあげて良質米を生産している上越市をア

ピールするため、市長自ら先頭に立ち、ＪＡえ

ちご上越幹部等とともに「えちご上越米」を販

売する卸事業者に対しセールスを行うもの。 

 

農産物等の品質向

上対策 

○関係機関と連携し、農作物等の品質向上を図る。 

○コシヒカリの品質向上については、「上越地域農

業振興協議会」において、高品質米確保のため

不断の検証と対策の検討を行う。 

Ⅰ 食料に関する施策 

ブランド化の推進と食料の安定供給を推進するまち 
 

将来像１ 
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②アグリビジネスの創出 

 

農業生産と加工・販売を

一体的に取り組む６次

産業化への取組を推進

するとともに、他産業や

食品関連企業等、多様な

分野の事業者と連携し

たアグリビジネス創出

への取組を推進する。 

アグリビジネス創

出支援事業 

○農産物の利用促進と農業者の所得向上を図るた

め、農業者等に対し、6 次産業化に向けたセミ

ナーの開催や情報提供を行い、新たなアグリビジ

ネスの創出を支援する。 

○農業者が行う新規や規模拡大に伴う農産加工に

必要な機械・設備導入または施設改修について、

県単事業の補助対象とならない取組に要する経

費の一部を支援する。 

○北陸研究センターが育成した酒造好適米を使用

した上越独自の清酒の醸造に向け、酒造組合等実

需者のニーズを把握し、特産品化の可能性を検討

する。 

○米粉を活用したアグリビジネスを推進する。 
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■主要事業の年度別計画 

【重点施策】 ①農産物のブランド化 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○農産物販売促進

事業 

（積極的な地場農

産品の販売促進

事業等） 

・首都圏等における効果的な販売促進活動の実施 

・大消費地での上越米のトップセールスの展開 

・「上越野菜」の地域ブランドの構築 

 

・雪室推進プロジェクトが行う

雪室商品等の売れる仕組み

づくりへの支援 

 

 

・ＪＡえちご上越が行う雪下・

雪室野菜の販路拡大への支

援 

 

 
・棚田米の付加価値向上や販売促進の取組に対

する支援 

○農産物輸出促進

事業 

・関係機関と

連携した農

産物の輸出

促進に向け

た取組の検

討、試験的

な輸出 

・関係機関と連携した農産物の

輸出促進に向けた取組の推

進 

・農業者自らが行う農産物の海

外販路開拓への支援 

 

○農産物等の品質

向上対策 

・関係機関と連携した農作物等の品質の向上 

・コシヒカリの品質向上（「上越地域農業振興協議会」における毎年度の検証を踏

まえた次年度の対策） 

  

【重点施策】 ②アグリビジネスの創出 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○アグリビジネス

創出支援事業 

・6次産業化の取組支援 

・農産加工品等の規模拡大などに対する支援 

・新品種による清酒の共同研究の実施 

・米粉を活用したアグリビジネスの支援 
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■代表的な指標 

指標１ 地産地消推進の店（認定店） 
現状 

(H30) 
162店 

目標 

(R7) 
170店 

指標２ 学校給食への地場産野菜の使用率 
現状 

(H30) 
14.00％ 

目標 

(R7) 
25.0％ 

 

■重点施策の目標と主要事業の取組 

重点施策の目標 主要事業 令和元年度の取組 

①食育の推進 

 

食育推進条例、食育

推進計画に基づき、市

民一人ひとりが自らの

健康に関心を持って食

を選びとっていく力を

身につけることができ

る社会を構築するた

め、全市民的運動とし

て「食育」を総合的、

計画的に推進する。 

 

 

食育推進事業 ○第 3 次上越市食育推進計画及び食育推進実施計

画（アクションプラン）に基づき事業を進める。 

○食育実践セミナーの開催、広報上越や市のホーム

ページでの啓発等により、食育とその取組を市民

に周知する。 

○上越の食を育む会(上越食育推進協議会)をはじ

めとする食育関係団体の活動を支援する。 

○市内大学生と連携し、若い世代が食に関心を持

ち、食育の実践につなげる食育推進連携事業を新

たに実施する。 

②地産地消の推進 

 

消費者の求める安

全・安心、新鮮・おい

しい農産物を広く提供

するため、直売施設の

機能充実や地場産農産

物の生産拡大を行う。 

また、学校給食、食

品加工業者等と連携し

た地産地消の取組を積

極的に推進する。 

 

 

食育推進事業 ○地場産食材の利用を促進する「地産地消推進の

店」認定事業の周知とともに加入促進を図る。 

 

農産物直売所との

連携強化 

○上越市農産物直売所連絡協議会において、会員相

互の情報交換を積極的に行う。 

○直売所に携わる農家数と利用者の増加を図るた

め、直売所情報の積極的な発信を行う。 

 

学校給食用野菜の

生産体制強化 

○学校給食用の生産及び供給体制を強化し、学校給

食における地場産野菜の使用率を向上させる。 

 

地場産野菜の地産

地消拡大事業 

○市内の飲食店、小売店を対象に「上越野菜」の販

売促進活動を行い、認知度や農家の生産意欲の向

上を図る。 

 

 

  

地産地消を進めるまち 
 

将来像２ 
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■主要事業の年度別計画 

【重点施策】 ①食育の推進 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○食育推進事業 

・食育推進計画及び食育推進実施計画（アクションプラン）の着実な実行 

・上越の食を育む会(上越食育推進協議会) 等の食育関係団体の活動支援 

  

【重点施策】 ②地産地消の推進 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○食育推進事業 ・「地産地消推進の店」認定事業の周知と加入促進 

○農産物直売所と

の連携強化 

・上越市農産物直売所連絡協議会における会員相互の連携強化 

・直売所への出荷者及び販売額の向上に向けた情報発信 

○学校給食用野菜

の生産体制強化 

・学校給食用野菜の生産に係る初度的経費の支援 

 
・学校給食用野菜の生産拡大に資する農業機械

の整備費の支援 

 
・学校給食用野菜の生産・供
給を拡大する取組の推進 

・農業者と学校の連携強化による食育活動の推進 

○地場産野菜の地

産地消拡大事業 
・市内飲食店、小売店を対象にした「上越野菜」の販売促進活動 
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■代表的な指標  

指標１ 新規就農者確保数 
現状 

(H30) 
38人 目標 

R7年度までに 

310人以上の確保 

指標２ 
地域重点品目の取扱額 

（うち えだまめ） 

現状 

(H30) 

13,443万円  

（7,662万円） 

目標 

(R7) 

20,000万円 

（10,000万円） 

 

■重点施策の目標と主要事業の取組 

重点施策の目標 主要事業 令和元年度の取組 

①担い手の育成・確保等

の推進 

 

担い手への農地の集

積・集約化を促進するほ

か、農業経営の組織化・

法人化を推進し、強い経

営体の育成を図るとと

もに、新規就農者の確保

と育成を推進する。 

 

人・農地問題解決

加速化支援事業 

○集落における話し合いに基づき、地域の中心とな

る経営体等を記載した「人・農地プラン」の作成・

見直しを行い、地域農業の維持・発展を図る。 

○持続可能で強い経営体の育成を図るため、関係機

関と連携し、農業経営の法人化等に向けた支援を

行う。 

農地の集積と集約

化 

○農地中間管理事業の活用促進や機構集積協力金

の交付等により、担い手への農地の集積と集約化

を推進する。 

新規就農者等定住

転入促進事業 

○新規就農者の募集・受入体制を整備し、首都圏等

で募集した農業体験希望者を対象に「おためし農

業体験」を実施するほか、農業用機械購入費や大

型特殊免許等取得費の支援、新規就農者に対する

サポート体制づくりを行う地域や新規就農者を

雇用する法人に対する支援などにより、次代の農

業を支える新規就農者を確保・育成する。 

農業次世代人材投

資事業（旧青年就農

給付金給付事業） 

○次世代を担う農業者となることを志向する者に、

就農直後（5年以内）の経営確立に資する資金を

交付することにより、担い手の育成を図る。 

法人間連携支援事

業 

○地域の複数の農業法人が連携して行う生産コス

トの削減等の取組を推進し、農業経営の安定化と

強化を図るとともに、平野部と中山間地域の農業

法人等との連携・協力体制づくりを推進し、中山

間地域における営農継続と農地保全を図る。 

   

Ⅱ 農業に関する施策 

意欲ある担い手による持続可能な地域農業を実現するまち 
 

将来像３ 
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②農業者の経営安定確保 

 

農産物の付加価値を

高めるとともに、農地の

集積・集約化、土地改良

事業による生産性の向

上とコスト削減を図る

とともに、６次産業化の

推進、園芸の導入などに

よる農業経営の複合化

や多角化を進め、農業者

の経営安定確保に努め

る。 

 

土地改良事業 ○農地の利用集積等により作業の効率化と生産性

の向上を図るため、農地の大区画化や汎用化を推

進するとともに、中山間地域における耕作放棄地

の防止と営農の継続を図るため、農業基盤整備を

推進する。 

園芸振興事業 ○農業経営の安定と強化、年間を通じた雇用を創出

するため、園芸導入に必要な初度的経費を支援

し、水稲単一経営から複合経営への転換を促進す

る。 

○ぶどうやいちごなどの果樹や施設園芸の生産拡

大に向けた取組を支援する。 

畜産振興事業 ○畜産物の流通や肉用子牛生産の安定等を目的と

する事業に対し、経費の一部を支援する。 

〇地場産飼料の地域内利用を推進し、飼養コストの

低減を図る。 

経営所得安定対策

推進事業 

○業務用米などの需要に応じた生産の推進と収量

の向上や生産コストの削減による水田農業全体

としての所得の向上等により、農業経営の安定を

図る。 

 
■主要事業の年度別計画 

【重点施策】 ①担い手の育成・確保等の推進 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○人・農地問題解決

加速化支援事業 

・人・農地プランの作成及び見直しの推進及び作成検討会の実施 

・農業経営法人化等の支援 

・法人経営に必要となる労務･

財務管理に関する研修会開催

等の支援 

 

○農地の集積と集

約化 

・機構集積協力金の交付 

・農業委員会と連携した担い手への農地の集積・集約化の推進 

○新規就農者等定

住転入促進事業 

・研修メニュー及びＰＲパンフレットの作成による新規就農希望者等の募集 

・研修参加者宿泊費補助金の交付等による研修及び新規就農の支援 

 
・サポート体制づくりを行う地域や新規就農者

を雇用する法人への支援 

○農業次世代人材

投資事業（旧青年

就農給付事業） 

・農業次世代人材投資資金（旧青年就農給付金）の交付 

○法人間連携等支

援事業 
 

・複数法人が連携して行う取組を支援 

・平野部と中山間地域の法人との連携を支援 
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【重点施策】 ②農業者の経営安定確保 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○土地改良事業 ・県営経営体育成基盤整備促進事業及び県営農地環境整備事業の推進 

○園芸振興事業 

・生産拡大、コスト削減等に必要な機械・施設の整備の支援 

・えだまめ等園芸品目の種苗費等の初度的経費や機械化の支援 

・生食用・醸造用ぶどうやいちごなどの生産振興 

○畜産振興事業 

・子牛の生産や流通経費の支援 

・基金による肉用繁殖牛の貸付け 

・関係機関と連携による、飼料用米の地域内利用の推進 

○経営所得安定対

策推進事業 

・経営所得安定対策等の推進と需要に応じた米生産の実施 

・生産コスト削減に向けた省力・低コスト生産技術の導入を推進 
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■代表的な指標 

指標１ 
環境保全型農業直接支払

交付金 

取組組織数 
現状 

(H30) 
64組織 

目標 

(R7) 
90組織 

交付面積 
現状 

(H30) 
931㏊ 

目標 

(R7) 
1,320㏊ 

 

■重点施策の目標と主要事業の取組 

重点施策の目標 主要事業 令和元年度の取組 

①環境保全型農業の推進 

 

農業の環境への負荷

の低減を図るため、環

境保全型農業の実践に

取組み、化学肥料及び

化学合成農薬の使用を

５割以上低減した水稲

栽培を推進する。 

環境保全型農業直

接支払交付金 

○環境保全型農業直接支援対策の取組について、積

極的に農業者に周知し、環境保全型農業の一層

の普及・推進を図る。 

 

■主要事業の年度別計画 

【重点施策】 ①環境保全型農業の推進 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ３２年度 
     

○環境保全型農業

直接支払交付金 
・環境保全型農業直接支援対策に取組む農業者の支援 

 

  

環境にやさしい農業に取り組むまち 

 

将来像４ 
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■代表的な指標  

指標１ 
多面的機能支払交付金（農地維持

支払）取組面積のカバー率 

現状 

(H30) 
75.3％ 

目標 

(R7) 
80％ 

指標２ 
中山間地域等直接支払交付金制度

への参加集落数 

現状 

(H30) 
212集落 目標 

R7 年度まで 212 集

落の維持 

 

■重点施策の目標と主要事業の取組 

重点施策の目標 主要事業 令和元年度の取組 

①農業・農村の有する多

面的機能の維持・発揮 

 

多様な主体の参画を

得て農地や農業用水路

等の農業用施設の適切

な保全管理並びに補

修・更新等を行うこと

により、農村環境の向

上及び農業用施設の長

寿命化に対する地域活

動を支援する。 

多面的機能支払交

付金 

（農地維持支払） 

○農地維持支払により、農地法面の草刈り、水路の

泥上げ、農道の砂利補充等の基礎的保全活動の取

組みを支援し、取組面積のカバー率を引き上げ

る。 

②農業生産活動の支援 

 

各種支援制度による

安定的な農業経営の確

保とともに、集落間連携

による農業生産活動の

維持など地域固有の連

携体制を構築し、中山間

地域農業が持続できる

環境を整える。 

中山間地域等直接

支払交付金 

○中山間地域集落の農業生産活動の取組を支援し、

中山間地域農業の振興と農地の保全を図る。 

中山間地域元気な

農業づくり推進事

業 

○中山間地域農業及び農村の維持と地域農業を担

う体制を確立するため、中山間地域元気な農業づ

くり推進員の配置や中山間地域ならではの農産

物の栽培や販売・出荷等への支援、さらには休耕

農地を活用した作物栽培への支援など、農業者の

所得向上と農地保全に資する市単事業の取組等

を通じて、中山間地域農業の振興を図る。 

緊急消雪促進対策

事業 

○農業者の消雪対策に係る負担軽減と農産物の安

定生産を図るため、農業者の組織する団体等が行

う消雪促進対策に要する経費を支援する。 

鳥獣被害防止対策

事業 

○農作物被害の軽減を図るため、市、農業者、関係

機関及び団体等が連携し、鳥獣被害防止対策に取

り組む。 

○特にイノシシの被害が依然として後を絶たない

ことから、侵入防止及び捕獲の両面で重点的に取

り組む。 

  

Ⅱ 農村に関する施策 

自然と農業が調和した魅力ある農村づくりに取り組むまち 

 

将来像５ 
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■主要事業の年度別計画 

【重点施策】 ①農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○多面的機能支払交

付金 

（農地維持支払） 

・農地維持支払を活用した水路や農道等の維持管理など地域資源の基礎的保全活動

や多面的機能を支える共同活動の支援 

  

【重点施策】 ②農業生産活動の支援 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○中山間地域等直接

支払交付金 

・中山間地域等直接支払交付金を活用し、農業生産活動や農道・水路の維持管理な

ど集落の共同取組活動を支援 

○中山間地域元気な

農業づくり推進事

業 

・中山間地域元気な農業づくり推進員の配置 

・多様な主体との連携活動 ・市補助金交付による事業推進の見直し 

・人的交流の推進については、ふるさと玉手箱事

業等の活用を図る  
事業の見直し 

・検討 

・農産物等庭先集荷サービス事業の実施 

 事業の見直し・検討 

・ふるさと玉手箱事業の実施 

 事業の見直し・検討 

 

・中山間農地活用促進モデル事

業の実施 ・中山間地域農業生産振興事業に

統合 
 

事業の見直し・

検討 

 

・中山間地域農業生産振興事業の実施 

事業の見直し・

検討 
 

○緊急消雪促進対策

事業 

・育苗用地等の機械除雪、耕作道の機械除雪、消雪促進剤の散布、水稲本田のすじ

掘りやかくはん作業に対する支援 

○鳥獣被害防止対策

事業 

・関係機関及び団体等が実施する鳥獣被害防止対策の取組の支援 

・第一種銃猟免許の取得経費の支援 

 ・電気柵の更新経費の支援 

 
事業の見直し・

検討 

・予防柵設置経費の支援 

・イノシシの生息密度調査 

・捕獲実施隊の体制整備 

・罠猟研修経費の支援 
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■代表的な指標  

指標１ 都市との体験交流人数 
現状 

(H30) 
398人 

目標 

(R7) 
340人 

指標２ 農福連携協力法人等の数 
現状 

(H30) 
19法人等 

目標 

(R7) 
15法人等 

 

■重点施策の目標と主要事業の取組 

重点施策の目標 主要事業 令和元年度の取組 

①都市と農村の交流促進 

 

こだわりを持った地

域農産物の購入や市民

農園等での農作業体験

を楽しみとする都市住

民に、食や農への認識

を深める機会を広く提

供し、都市と農村の交

流活動を促進する。 

農産物販売促進事

業 

（首都圏生協との

連携事業） 

○都市生協との連携により、こだわりを持った当市

の農産物の理解を深めていただくため、農作業体

験や交流事業を行う。 

・パルシステム東京 組合員体験交流事業 

・パルシステム東京 職員産地研修事業 

 

都市・農村交流促

進事業 

○都市住民のニーズに対応した農業体験を通じ、農

村地域の活性化を図る。 

②観光、教育、福祉等と

の連携 

 

地域の創意工夫によ

る取組を進め、雇用の創

出と所得の向上及び地

域の活性化を図る。 

越後田舎体験推進

事業 

○当市の豊かな自然、農山漁村の地域資源とそこに

生きる人々の暮らしを生かした体験型観光を推

進し、交流人口の拡大と地域の活性化を図る。 

 

農福連携障害者就

労支援事業 

○農福連携の取組を強化するため、引き続き受託農

作業や新規受入農家の開拓を図る。 

○農福連携により福祉分野における農業の 6 次産

業化に向けた事業計画の作成、農業を通じた障害

のある人と地域住民との交流事業を行う。 

 

観光客等への農産

物の販売促進 

○上越妙高駅等での農産物・加工品等の販売を促進

する。 

 

  

観光、教育、福祉等と連携し、多様な交流と情報交換を活発にするまち 将来像６ 
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■主要事業の年度別計画 

【重点施策】 ①都市と農村の交流促進 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○農産物販売促進

事業 

（首都圏生協との

連携事業） 

・都市生協の組合員等による農作業体験事業・交流事業の実施 

○都市・農村交流促

進事業 
・市民農園の貸付と農作業体験交流の実施 

  

【重点施策】 ②観光、教育、福祉等との連携 

取組年度 
 

主要事業 

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 
     

○越後田舎体験推

進事業 
・越後田舎体験推進事業の実施 

○農福連携障害者

就労支援事業 

・農福連携障

害者就労支

援モデル事

業の実施 

・農福連携障害

者 就 労 支援

コーディネー

ト事業の実施 

・農福連携障害者就労支援事業の実施 

○観光客等への農

産物の販売促進 
・上越妙高駅等での農産物・加工品等の販売促進 

○観光農園等整備

促進事業 
 

・観光農園の誘客促進に向けた

環境整備の支援 
 

 

 

 

 



Ｎｏ. 将来像 重点施策の目標 主要事業 事業担当課

令和元年度　上越市食料・農業・農村アクションプランの実施状況について

①農産物のブランド化

2 地産地消を進めるま
ち

農産物等販売促進事業
（積極的な地場農産品の販売促進事業）

■首都圏等における効果的な販売促進活動の実施

令和元年度の取組内容に対する実施状況

■大消費地での上越米のトップセールスの展開

ブランド化の推進と
食料の安定供給を

推進するまち
1

■6次産業化の取組支援

■農産加工品等の規模拡大などに対する支援

■新品種による清酒の共同研究の実施

■米粉を活用したアグリビジネスの支援

農産物等の品質向上対策

食育推進事業

学校給食用野菜生産体制強化支援事業

■「上越野菜」の地域ブランドの構築

■棚田米の付加価値向上や販売促進の取組に対する支援

■関係機関と連携した農作物等の品質の向上

農村振興課

■コシヒカリの品質向上（「上越地域農業振興協議会」における毎年度の検証を踏まえた次年度の対策） 農政課

食育推進事業①食育の推進 農村振興課

　➢　上越市農産物等の有利販売の促進を図るため、農業者自らが都市型直売所に出店する経費を支援している。

　➢　実施未定

　➢　「上越野菜」振興協議会の事業計画に基づき、「上越野菜」のPR活動を行い、広く市民への認知度向上に取り組んでいる。

　➢　棚田米の営業活動や販促資材の作成に要する経費の支援を行っている。また、12月に棚田米等の販売強化に関する研修会を開催する予定である。

　➢　関係機関・団体で構成する「上越地域農業振興協議会」が主体となり、品質向上に向けた各種研修会（園芸・畜産）や上越地域米農業者大会等を開催した。

　➢　関係機関・団体による「栽培技術検討会」を栽培期間中に3回開催（6月、7月に2回）し、生育状況や今後の技術対策を共有するとともに、必要に応じて、農業者に対して情報提供や
       注意喚起を行った。なお、本年度の検証を踏まえた次年度の対策については、本年末の作柄検討会において協議される予定である。

　➢　6次産業化に向けた取組を推進するため、「上越市担い手育成総合支援協議会」と連携し、研修会を開催する予定である。

　➢　新規や規模拡大に伴う農産加工に必要な機械・設備導入または施設改修について、経費の一部支援を行っている。9月末現在、申請件数はないが、引き続き周知を図る。

　➢　平成19年度から行っていた北陸酒238号の共同研究については、製品完成の目途が立たないため、協議の結果、契約を更新せず、平成30年度を以て終了とした。

　➢　来年2月頃に「上越市米粉用米の生産振興による地域活性化協議会」を開催し、作付や米粉麺の生産状況等について生産者や事業者等との意見交換を行う予定である。

　➢　7月3日に食育推進会議を開催し、昨年度の実施状況を踏まえ、改善点を見直した実施内容を確認し、今年度の取組とした。

　➢　上越の食を育む会は4月23日を以て解散。11月30日に開催する上越市食育実践セミナーにおいて、食育関係団体の日頃の活動について紹介するコーナーを設け、広く周知する。

農村振興課

②地産地消の推進

■「地産地消推進の店」認定事業の周知と加入促進

■食育推進計画及び食育推進実施計画（アクションプラン）の着実な実行

■上越の食を育む会（上越食育推進協議会）等の食育関係団体の活動支援

②アグリビジネスの創出 アグリビジネス創出支援事業

■学校給食用野菜の生産・供給を拡大する取組の推進

地場産野菜の地産地消拡大事業
■市内飲食店、小売店を対象にした「上越野菜」の販売促進活動

■農業者と学校の連携強化による食育活動の推進

農村振興課

農産物直売所との連携強化

■上越市農産物直売所連絡協議会における会員相互の連携強化

■直売所への出荷者及び販売額の向上に向けた情報発信
農政課

農村振興課

農政課

　➢　ホームページにおいて通年周知しているが、翌年度初めの認定に向け、前年度2月に広報上越への掲載やチラシの配布など、周知を強化している。

　➢　上越市直売所連絡協議会員の直売所施設を相互に見学し、意見交換や情報交換を行うとともに、新たな発見や意識啓発を促すことを目的に、本年7月、「直売所視察研修会」を開催した。

　➢　各直売所が開催する「季節のイベント情報」を地元新聞紙に掲載するなど、市内外へのＰＲを積極的に行った。（掲載時期：ゴールデンウィーク（5月）、秋の収穫時期（10月））

　➢　前年度まで実施していた「学校給食野菜生産体制強化支援事業」の重点4地区において、教育委員会、農政課、学校栄養士、ＪＡ及び生産者等が引き続き連携し、情報共有や協議、
       意見交換を行うなど、生産・供給体制の強化に取り組んでいる。

　➢　教育総務課が主体となり、地場産野菜の利用促進に向けて農業者と学校栄養士との意見交換の場を設けるなど、連携強化に向けた取組を行っている。

　➢　8月に地産地消推進の店32店舗による「上越野菜を味わおうスタンプラリー」を開催した。

資料No.３ 



Ｎｏ. 将来像 重点施策の目標 主要事業 事業担当課令和元年度の取組内容に対する実施状況

①担い手の育成・確保等の
推進

■農業次世代人材投資資金（旧青年就農給付金）の交付

農政課

■人・農地プランの作成及び見直しの推進及び作成検討会の実施

■農業経営法人化等の支援

畜産振興事業 農政課

　➢　農地中間管理事業の活用や人・農地プランの見直し等における話し合いを推進することにより、担い手への農地利用の集積と集約化を図る。

　➢　PRパンフレットを作成し広く周知することで（市内農業者、農業大学校、大学、ふるさと上越ネットワーク会員等）、おためし農業体験の活用と上越市での就農を促進した。
　　　 おためし農業体験活用者数（見込）：15人

　➢　就農相談には関係機関で連携し対応している。おためし農業体験参加者宿泊費補助金（見込）：6人（29,980円）

　➢　サポートモデル事業補助金（見込）：1件（600千円）、農業法人雇用支援事業補助金（見込）：0件

　➢　交付額（見込）：9件（うち夫婦型3組）（14,625千円）

　➢ 　2地区で法人間連携の話し合いを始めたところであり、市も関わりながら引き続き連携に向けた検討会等を行う。

農政課

■複数法人が連携して行う取組を支援

■平野部と中山間地域の法人との連携を支援
農政課

■サポート体制づくりを行う地域や新規就農者を雇用する法人への支援

農林水産整備課

農政課

農政課

新規就農者等定住転入促進事業

農業次世代人材投資事業
（旧青年就農給付金給付事業）

農地の集積と集約化

■機構集積協力金の交付

土地改良事業

園芸振興事業

　➢　5月15日号の広報上越を活用して、経営所得安定対策等の加入促進に向けた啓発を行った。また、需要に応じた米生産については、本年末の上越市農業再生協議会総会で
       決定される「2年産の生産方針」や「2年産米の水田フル活用ビジョン案」等を踏まえ、これら決定事項を全農業者に対して情報提供するとともに、2月上旬開催予定の「上越市農
       政研修会」において啓発を行うなど、引き続き、関係機関・団体と連携して取組んでいく。

　➢　国の「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト事業」の採択を受け、今年度から来年度にかけて、通信技術を使った遠隔操作型水管理システムのほか、自動飛行ドローンによる
       生育調査や農薬・肥料の散布など、水稲栽培におけるスマート農業技術の実証に取り組んでいる。

　➢　取組組織数（見込） ：61組織、交付面積（見込）： 1,031ha

人・農地問題解決加速化支援事業

意欲ある担い手によ
る持続可能な地域

農業を実現するまち
3

農政課

■環境保全型農業直接支援対策に取り組む農業者の支援
環境保全型農業直接支払交付金①環境保全型農業の推進

環境にやさしい農業
に取り組むまち

4 農政課

■経営所得安定対策等の推進と需要に応じた米生産の実施

■生産コスト削減に向けた省力・低コスト生産技術の導入を推進

経営所得安定対策推進事業

■えだまめ等園芸品目の種苗費等の初度的経費や機械化の支援

■生食用・醸造用ぶどうやいちごなどの生産振興

■子牛の生産や流通経費の支援

■基金による肉用繁殖牛の貸付け

■関係機関と連携による、飼料用米の地域内利用の推進

②農業者の経営安定確保

法人間連携支援事業

農政課

　➢　8月6日に人・農地プラン作成検討会を開催した。修正は56プランであり、人・農地プランの実質化に向けた取組（案）について説明し、各議案について承認を得た。

　➢　新潟県農業経営者総合サポート事業に3集落が重点指導対象として決定し、農事組合法人設立に向けた支援を行っている。

　➢　地域集積協力金は9集落から要望があり、経営転換協力金は交付対象の可否について調査を行っている。

　➢　柿崎区における地元団体によりアンケート調査を実施し、結果取りまとめ後に意見交換等を行った。

　➢　県営経営体育成基盤整備促進事業においては、今年度、1地区（中江有田）が新規採択されたほか、調査計画に4地区（和田北部、神田町、青野、三郷）が着手した。
       また、県営農地環境整備事業を含む、継続地区については、引き続き、関係機関と連携し、事業進捗を図る。

　➢　新潟県農林県単事業等を活用して、園芸生産の拡大やコスト削減等に必要な機械導入経費の支援を行った。

　➢　園芸を導入した複合経営への転換を推進するため、当市の園芸重点作物と位置付けた「えだまめ」や「えだまめ後作」のキャベツなどを対象として、新規作付けや生産拡大に要する
       初度的経費の支援に取り組んでいる。（現在、事業主体が補助対象者等を取りまとめ中）

　➢　国の「新しい園芸産地づくり支援事業」の採択を受け、水稲から葡萄栽培への作物転換等を実践・検証するとともに、新潟県農林県単事業を活用して、いちご生産に必要な
       機材導入経費の支援を行った。

　➢　飼育農家、飼育頭数ともに減少傾向にある中において、意欲ある生産者の継続的な経営に向けた環境整備を行うため、良質な肉用子牛の生産や流通経費の支援に取り組んでいる。
　　　　（現在、事業主体が補助対象数量等を取りまとめ中）

　➢　本年度の新規貸付けは無いが、現在、4戸の農家に対し7頭を貸付けを継続している。

　➢　ＪＡを始めとした関係機関と連携しながら、市内畜産農家への利用拡大を推進するほか、ＪＡでは飼料用米を給餌したオリジナル商品「米っしぃポーク」、「米っしぃビーフ」のブランド化に
       向けた取組を継続している。

■農業委員会と連携した担い手への農地の集積・集約化の推進

■研修メニュー及びPRパンフレットの作成による新規就農希望者等の募集

■研修参加者宿泊費補助金の交付等による研修及び新規就農の支援

■県営経営体育成基盤整備促進事業及び県営農地環境整備事業の推進

■生産拡大、コスト削減等に必要な機械・施設の整備の支援



Ｎｏ. 将来像 重点施策の目標 主要事業 事業担当課令和元年度の取組内容に対する実施状況

6

観光、教育、福祉等
と連携し、多様な交
流と情報交換を活発
にするまち

①都市と農村の交流促進

5
自然と農業が調和し
た魅力ある農村づく
りに取り組むまち

多面的機能支払交付金（農地維持支払）
①農業・農村の有する多面
的機能の維持・発揮

　➢  平成19年度から始まった「農地・水保全管理支払制度」が、平成26年度に「多面的支払制度」となったことから、H26～H30の5年間の活動期間の組織が最も多く、304組織中、226組織
　　　 が今年度、再認定の対象となっている。（78組織が継続組織）再認定の226組織のうち、活動を継続しないとした組織が、18組織あり、また、継続する組織においても、前年度から面積を
　　　 削減する組織があり、今年度の農地維持活動に対するカバー率は減少する見込みとなっている。（12,524.75ha／17,066ha＝73.4%となり、H30：75.3%から1.9%の減少見込み）
       引き続き、未取組集落や未継続組織に対し、取組み推進を図り、カバー率の向上と、地域資源の基礎的な保全活動や多面的機能を支える共同活動の支援を行う。

農林水産整備課

■農地維持支払を活用した水路や農道等の維持管理など地域資源の基礎的な保全活動や多面的機能を支える共同活動の支援

中山間地域等直接支払交付金
■中山間地域等直接支払交付金を活用し、農業生産活動や農道・水路の維持管理など集落の共同取組活動を支援

■中山間地域元気な農業づくり推進員の配置

■市補助金交付による事業推進の見直し

■人的交流の推進については、ふるさと玉手箱事業等の活用を図る

　➢　猟友会に有害鳥獣の捕獲を依頼し、イノシシ31頭、ニホンジカ2頭、タヌキ等小動物24頭、カラス7羽をそれぞれ捕獲。（捕獲数は6月末時点）

　➢　支援予約者：14人　※免許試験合否により変動

　➢　支援件数：12件、23,170ｍ　補助金額：2,047千円（予算対比28.7％）

　➢　支援件数：21件、22,491ｍ　補助金額：1,568千円（予算対比71.2％）

中山間地域元気な農業づくり推進事業

　➢　実施件数（見込）：26件、3,180a　補助金額（見込）：10,047千円

　➢　基準日における積雪量が支援対象となる水準を下回ったことから事業の実施はなし。

■関係機関及び団体等が実施する鳥獣被害防止対策の取組の支援

■第一種銃猟免許の取得経費の支援

■電気柵の更新経費の支援

　➢　中山間地域集落の農業生産活動等を継続するため、中山間直払第4期対策（H27年度～R1年度）5年目の支援を行っている。

　➢　推進員を2名配置し、地域マネジメント組織の運営に関する支援や市単事業の活用推進、山菜やそばの栽培指導を行っている。

　➢　集落間の連携活動は地域に定着し、補助金に頼らない実施体制が構築されたことから、多様な主体との連携活動支援事業は平成29年度を以て廃止。

　➢　庭先集荷サービス事業において集落間の連携が図られ、ふるさと玉手箱事業において地域女性が連携して活動を行っている。

　➢　実施団体数（見込）：4団体　、補助金額（見込）： 1,170千円

　➢　実施団体数（見込）：5団体　補助金額(見込）：1,121千円

■ふるさと玉手箱事業の実施

■中山間地域農業生産振興事業の実施

■罠猟研修経費の支援

■捕獲実施隊の体制整備

■予防柵設置経費の支援

■イノシシの生息密度調査

鳥獣被害防止対策事業

　➢　データ分析を実施する機関に捕獲情報等を提供。

　➢　実施隊組織の検討を実施するとともに、集落と連携した夏季捕獲圧強化の試行を実施。

　➢　専門養成機関と受入の内容・時期について協議。

農政課観光客等への農産物の販売促進

　➢　越後田舎体験推進事業の実施。（28件（学生26件、企業研修2件）、2,526人、5,237泊受入、営業活動の実施）

　➢　春の農繁期から継続的に実施。農家からの問い合わせなどがあった場合は、上越ワーキングネットワークを紹介し、事業につなげている。

　➢　4月から10月の第2・第4土曜日、11月、3月の第２土曜日に上越妙高駅自由通路にて農産物・加工品の販売を実施（予定）。

②観光、教育、福祉等との
連携

■都市生協の組合員等による農作業体験事業・交流事業の実施

■市民農園の貸付と農作業体験交流の実施

■越後田舎体験推進事業の実施

■農福連携障害者就労支援事業の実施

■上越妙高駅等での農産物・加工品等の販売促進

農政課

農産物販売促進事業（首都圏生協との連携事業）

都市・農村交流促進事業

越後田舎体験推進事業

農福連携障害者就労支援事業

観光交流推進課

農村振興課

農村振興課

農村振興課

②農業生産活動の支援

農政課

緊急消雪促進対策事業
■育苗用地等の機械除雪、耕作道の機械除雪、消雪促進剤の散布、水稲本田のすじ掘りやかくはん作業に対する支援

農政課

農政課

■農産物等庭先集荷サービス事業の実施

　➢　都市生協との連携による農業体験を基調とした交流促進事業を実施。（5月田植え体験：34人、7月パル職員研修：10人、8月中山間地域スタディツアー：27人、9月稲刈り体験：24人）

　➢　市民農園の貸付、維持管理、農業体験ツアーを実施。



 

上越市食料・農業・農村基本計画の中間見直しについて 
 

 

■基本計画の中間見直し及びアクションプランの策定 

当市では、農業振興施策を総合的かつ計画的に推進するための政策指針として、「上越市食料・

農業・農村基本計画」を策定している。現行の基本計画は、平成 28年度から令和 7年度までの

10 年間を計画期間としているが、条例では情勢の変化並びに施策の評価を踏まえ、概ね 5 年ご

とに見直すこととなっていることから、令和 2 年度において、基本計画の中間見直しを行うと

ともに、アクションプランの策定に当たり、審議会へ意見を求めることが条例で定められてい

る。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

■中間見直しの進め方（事務局案） 

 ・次回の会議（3月中～下旬開催予定）において、市長から審議会へ諮問を行う予定としている。 

 ・審議会の開催回数について、例年は年 2 回であるが、令和 2 年度は開催回数を増やし、中間見

直しを進めることとしたい。 

  

国の食料・農業・農村基本計画 上越市第 6次総合計画（市の最上位計画） 

上越市食料・農業・農村アクションプラン 

【策定期間】平成 28年度から令和 2年度まで 

上越市食料・農業・農村基本計画 

【計画期間】平成 28年度から令和 7年度まで  

上位計画との整合 

上
越
市
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
条
例 他の条例等との調整・連携 

条例に基づき 

計画策定 

上越市中山間地域振興基本条例、上越市食育推進条例など 

≪基本計画の位置づけ≫ 

≪基本計画の策定体制≫ 

上越市食料・農業・農村政策審議会 

諮問 答申 市 民 

パブリックコメントに 

よる意見を尊重 

市 長 

上
越
市
食
料
・
農
業
・
農
村 

政
策
審
議
会 

審議 

評価 

検証 

中間見直し 

新たなアクション 

プラン策定 
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食料に関する目標 
 ○コシヒカリの1等米比率      92.1％（H26） → 95％以上 
 ○食料自給率（カロリーベース）   50％（H26）  → 51％ 

農業に関する目標 
 ○新規就農者確保数   28人（H26） → 310人以上の確保（10年間） 
 ○農地集積率            62.0％（H26） → 90.0％ 

現行の上越市食料・農業・農村基本計画の概要 

○現行の基本計画は、平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間とし、上越市食料・農業・農村基本条例の下、「上越市第６次総合計画」、国の「食料・農 
  業・農村基本計画」などとの整合を図りつつ、当市の食料・農業・農村の総合的な振興を推進する基本計画として策定。 
○農村地域における高齢化や過疎化の進行、担い手不足に加え、TPP協定、米政策の見直しなど、農業を取り巻く環境は大きな転換期を迎えるとともに、益々厳し 
   さが増すと想定される中にあって、次世代へつなぐ魅力ある農業の再生を目指して、食料・農業・農村振興施策の総合的かつ計画的な推進を目的としている。 

基本理念と目指す将来像 講ずべき施策 

基本理念に基づく主な目標 

食 料 
・食の安全・安心の推進  ・アグリビジネスの創出 
・農産物のブランド化  ・食育の推進  ・地産地消の推進 
・上越産農産物の販路拡大                    など 

農 業 
・強い経営体の育成  ・新規就農者の確保・育成 
・園芸作物の生産振興  ・農業生産基盤の整備 
・環境保全型農業の推進                     など 

農 村 
・農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮 
・中山間地域への農業生産活動の支援 
・都市と農村の交流促進 ・観光、教育、福祉等との連携 など 

次
世
代
に
つ
な
ぐ
魅
力
あ
る
農
業
の
実
現 

上越市第６次総合計画 
（H27～R4） 

国の食料・農業・農村基本
計画（H27.3月） 

✓農業の振興 
✓中山間地域の振興 
✓農・食を通じた生きる力の 
  向上 

農業や食品産業の成長産
業化を促進する「産業政
策」と、多面的機能の維
持・発揮を促進する「地域
政策」とを車の両輪として
食料・農業・農村政策の改
革を着実に推進 

なりわいとしての農林水産業
や農山漁村に活力があり、そ
こから生み出される多様な恵
みを受けて豊かに暮らせるま
ちを目指す 

農村に関する目標 
 ○多面的機能支払カバー率    70％（H26） → 80％ 
 ○中山間直払参加集落数   212集落（H26） → 212集落の維持  

食 料 地域内自給を基本とし、安全な食料の安定的な供給 
 ⓵ブランド化の推進と食料の安定供給を推進するまち 
 ⓶地産地消を進めるまち 

農 業 担い手の確保、環境保全に配慮した農業の自然循環 
      機能の維持増進による持続的な発展 
 ⓵意欲ある担い手による持続可能な地域農業を実現するまち 
 ⓶環境にやさしい農業に取り組むまち 

農 村 多面的機能を活用した生産、生活、定住の場としての 
      調和のとれた空間 
 ⓵自然と農業が調和した魅力ある農村づくりに取り組むまち 
 ⓶観光、教育、福祉等と連携し、多様な交流と情報交換を活 
   発にするまち 

施策推進の基本的な視点 
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 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しについて  

 

・ 市の基本構想は、農業経営基盤強化促進法に基づき、県が策定する基本方針に即して、農業

経営基盤の強化の促進に関する目標や効率的かつ安定的な農業経営の指標などについて、お

おむね 5年ごとに、その後の 10年間を見通した計画を定めるものです。 

・ 今後、県の基本方針の改定を踏まえて、基本構想を改定することとなりますが、改定に当た

っては、農業関係機関・団体のほか、農業法人、認定農業者などと連携して、その内容につ

いて検討を行う必要がありますことから、当審議会において、ご意見をいただきたいと考え

ております。 

・ なお、農業経営基盤強化促進法には、農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定の申請が

あった場合の認定要件の一つとして、「基本構想に照らし適切なものであること」と定められ

ており、基本構想は主に認定農業者等の認定基準としての役割を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○農業経営基盤強化促進法 

効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、地域において育成すべき多様な農業経営の目

標を、関係者の意向を十分踏まえた上で明らかにし、その目標に向けて農業経営を改善する者

に対する農用地の利用の集積、経営管理の合理化など、農業経営基盤の強化を促進するための

措置を総合的に講じるもの。 

 ・法第６条に、農業経営基盤強化促進基本構想に関し規定 

  【基本構想において定める事項】 

1. 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 

2. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型

ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 

3. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型

ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標 

4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その

他農用地の利用関係の改善に関する事項 

5. 農業経営基盤強化促進事業に関する事項 

6. 農地利用集積円滑化事業に関する事項 

農業経営基盤強化促進基本方針（第 5条） 

【現行方針】平成 26年 6月策定 農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法 

≪基本構想の位置づけ≫ 

県が改定 

【現行構想】平成 26年 9月策定 

農業経営基盤強化促進基本構想（第 6条） 

基本方針の改定を踏まえ、期間内の総合的な計画を定める 

市が改定 

農業振興地域整備計画、その他

農業振興に関する計画との調和 

 

農業関係機関・団体のほか、農業法人、認

定農業者などと連携して、その内容を検討 
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